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(

1

)

 

ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ラ
ウ
ム
は
そ
の
近
業
「
国
民
経
済
の
原
型
」
に
お
い
て
、
独
逸
語

V
o
l
k
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
 

氏
に
よ
る
と
、

n
o
m
i
e

に
対
し
、

百
頁
に
及
ぶ
大
冊
で
、 こ

の
語
を
ス
ミ
ス
学
者
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ト
が
、
ゾ
ー
デ
ン
や
ヤ
コ
プ
が
用
い
た

N
a
t
:
i
o
n
a
l
o
k
o
,
 

(

2

)

 

初
め
て
そ
の
「
国
家
経
済
学
の
基
礎
」
の
序
章
に
お
い
て
使
用
し
た
が
、
か
れ
自
身
、
不
思
議
に
も
前
後
二
巻
八

(

3

)

 

こ
の
新
造
の
概
念
を
利
用
せ
ず
に
終
っ
た
と
い
う
。

(

4

)

 

ゾ
ー
デ
ン
は
オ
ル
テ
ス
の
先
例
に
倣
い
、
そ
の
主
著
を
「
国
民
経
済
学
」
(
-
八
0
五
年
）
、
ヤ
コ
プ
は
「
国
民
経
済
学
原
理
」
(
-
八

(

5

)

 

0
九
年
）
と
名
づ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
国
民
経
済
を
国
家
利
益
と
は
別
に
市
民
社
会
の
う
ち
に
求
め
、
そ
れ
が
国
家
と
の
関
連
に
お
い
て
考

註

(
1
)
B
e
r
n
h
a
r
d
 L
a
u
m
,
 D
a
s
 U
r
b
i
l
d
 d
e
r
 Volkswirtschaft, T
i
i
b
i
n
g
e
n
,
 1
9
5
7
,
 

S
 ̀

 
9
.
 

(
2
)
 Gottlieb 
H
u
f
e
l
a
n
d
,
 
N
e
u
e
 
G
r
u
n
d
l
e
g
u
n
g
 
d
e
r
 
S
t
a
a
t
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
k
u
n
s
t
 
d
u
r
c
h
 
P
r
i
i
f
u
n
g
 
u
n
d
 
B
e
r
i
c
h
t
i
g
u
n
g
 
ihrer 

H
a
u
p
t
b
e
g
r
i
f
f
e
 
v
o
n
 G
u
t
,
 W
e
r
t
,
 Preis, 
G
e
l
d
 u
n
d
 Volksvermi:igen. Giessen, 
1
8
0
7
.
 
B
d
,
 
I
 

`
 
1
8
0
7
,
 
B
d
,
 
n, 1
8
1
3
.
 

ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ト
は
一
七
六
0
年
ダ
ン
チ
ッ
ヒ
に
生
れ
、
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
と
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
に
学
び
、
多
年
イ
ェ
ナ
の
法

察
せ
ら
れ
る
場
合
の
み
、
国
家
経
済
の
名
称
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
て
以
来
す
で
に
百
五
十
年
を
経
過
せ
る
を
説
き
、

そ
の
由
来
を
考
証
し
た
。

•
1ヽ笏

独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味

羽

豊

が
独
逸
経
済
学
に
出
現

治

郎

ニ
四
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独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

あ
っ
た
。

二
五

「
行
為
の
自
由
は
国
家
の
準
則
」
た

一
時
は
独
逸
の
官
房
学

学
教
授
と
し
て
盛
名
を
走
せ
、
の
ち
ウ
ル
ッ
プ
ル
グ
、
ラ
ン
ズ
フ
ー
ト
に
移
り
、
一
八
一
七
年
ハ
＞
に
お
い
て
没
す
。
独
逸
歴
史
法
学
の
創
設

者
た
る
若
き
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
か
れ
の
購
義
を
訪
い
、
よ
い
印
象
を
得
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
ザ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
ラ
ン
ズ
フ
ー
ト
の
か
れ
の
後
継

者
と
な
っ
た
事
実
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
 L
a
u
m
,
 ・
E
b
e
n
d
a
,
 S, 
11. 

• 

(
4
)
 G
i
a
m
m
a
r
a
 Ortes, 
Errori popolari intorno A
l
l
'
E
c
o
n
o
m
i
a
 nazionale, 1
7
7
4
.
 

A
u
g
u
s
t
 O
n
c
k
e
n
,
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 d
e
r
 N
a
t
i
o
n
a
l
o
k
o
n
o
m
i
e
.
'
L
e
i
p
z
i
g
,
 1
9
2
2
,
 S, 
2
6
.
 

W. Roscher• 

G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
 d
e
r
 N
a
t
i
o
n
a
l
o
k
o
n
o
m
i
e
,
 
Stuttgart. 1
9
0
0
,
 

S, 4
3
,
 

A
n
m
.
 1. 

(

5

)

 

G
r
a
f
 J• 

v. 
S
o
d
e
n
,
 D
i
e
 N
a
t
i
o
n
a
l
o
k
o
n
o
m
i
e
,
 
ein 
philosophischer V
e
r
s
u
c
h
 iiber 
die 
Q
u
e
l
l
e
n
 d
e
s
 N
a
t
i
o
n
a
l
r
e
i
c
h
t
u
m
s
 

u
n
d
 iiber 
die 
Mittel 
zu seiner 
B
e
f
o
r
d
e
r
u
n
g
,
 Leipzig. 1
8
0
5
 |
 1
8
1
2
,
 
9
 
B
d
e
.
 

9
 

(
6
)
 L
u
d
w
i
g
 H. J
a
k
o
b
,
 
G
r
u
n
d
s
a
t
z
e
 d
e
r
 N
a
t
i
o
n
a
l
o
k
o
n
o
m
i
e
 o
d
e
r
 
G
r
u
n
d
s
a
t
z
e
 
d
e
s
 N
a
t
i
o
n
a
l
r
e
i
c
h
t
u
m
s
.
 1
8
0
9
.
 

(

7

)

 

L
a
u
m
,
 E
b
e
n
d
a
,
 S, 
1
3
.
 

元
来
、

(

1

)

 

ス
ミ
ス
経
済
学
の
独
逸
流
入
は
「
ま
ず
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
の
な
か
で
ま
た
そ
れ
を
越
え
て
」
行
わ
れ
、

た
る
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
の
経
済
論
を
制
圧
し
、
か
の
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ヒ
の
行
政
改
革
に
理
論
的
武
器
を
提
供
し
た
ほ
ど
で

(

2

)

 

グ
ラ
ー
フ
・
フ
ォ
ン
・
ソ
ー
デ
ン
の
地
位
は
独
逸
ス
ミ
ス
学
派
の
左
派
と
も
い
う
べ
き
ハ
レ
の
ル
ド
ル
ヒ
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヤ
コ

(

3

)

（

4
)
 

プ
の
そ
れ
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
ヤ
コ
プ
は
「
ス
ミ
ス
の
産
業
主
義
を
祖
述
し
そ
の
普
及
に
」
努
め
、

る
を
主
張
し
た
が
、

(

5

)

 

の
ち
官
房
学
派
に
接
近
し
、
国
家
な
ら
び
に
公
共
利
益
の
優
先
を
説
く
に
至
っ
た
。
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独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

ゾ
ー
デ
ン
は
ヤ
コ
プ
と
同
じ
く
カ
ン
ト
の
影
警
を
受
け
た
と
み
ら
れ
、
経
済
の
倫
理
的
性
格
に
注
意
を
払
い
、

「
国
民
経
済
の
原
則

は
社
交
的
人
間
の
物
質
状
態
の
最
高
度
の
完
成
に
あ
る
。
こ
の
原
則
の
倫
理
は
物
質
的
福
祉
を
欠
け
ば
道
徳
的
・
文
化
的
・
美
的
感
情

と
そ
の
表
現
、
さ
ら
に
人
類
が
動
物
世
界
と
異
な
る
性
格
と
し
て
有
す
る
高
貴
性
の
主
張
は
考
え
ら
れ
な
い
点
に
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、

(
6
)
 

貧
困
は
野
卑
・
悪
徳
・
無
知
・
遅
鈍
の
母
で
あ
る
か
ら
」
と
い
い
、

(

7

)

 

国
家
経
済
は
一
切
の
適
法
性
を
失
う
。
」
と
も
い
つ
て
い
る
。

か
よ
う
に
、
国
民
経
済
と
国
家
経
済
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

か
れ
は
国
家
の
本
質
を
社
会
的
行
政
や
各
個
人
が
そ
の
社
会
状
況
に
お
い
て
も
つ
権
利
義
務
の
決
定
と
い
う
関
連
に
お
け
る
社
会
集

団
で
あ
り
、
国
民
は
社
会
的
結
社
と
い
う
協
力
閲
係
に
み
い
だ
さ
れ
る
人
間
集
団
と
み
て
い
る
。
こ
の
相
違
は
そ
れ
ぞ
れ
の
営
む
経
済

(

8

)

 

的
機
能
を
異
な
ら
し
め
る
。
国
民
経
済
は
個
人
経
済
の
集
合
と
み
ら
れ
、
「
社
交
的
結
社
に
お
け
る
個
人
の
福
祉
の
促
進
ー
そ
れ
が
た

(
9
)
 

と
い
こ
の
結
社
に
関
係
を
も
た
な
く
て
も
ー
」
を
主
題
と
し
、
「
人
類
の
身
体
的
・
道
徳
的
組
織
か
ら
、
社
交
的
人
間
が
福
祉
を
求
め
、

そ
の
実
現
の
手
段
を
獲
得
し
保
持
す
る
た
め
準
拠
す
べ
き
法
則
を
説
く
。
」
こ
れ
に
反
し
、
国
家
経
済
は
「
物
質
的
福
祉
と
い
う
意
図

(10) 

に
お
い
て
、
社
会
と
し
て
の
国
民
全
部
に
最
高
の
完
全
性
を
保
証
す
る
目
的
で
国
家
状
況
に
適
用
す
る
原
則
」
を
明
か
に
す
る
の
で
あ

る
。
前
者
は
私
経
済
的
見
地
に
徹
し
、
社
会
的
体
制
を
取
扱
わ
ず
、
各
個
人
が
社
会
で
い
か
に
最
大
の
福
祉
を
実
現
し
得
ら
れ
る
か
、

を
問
題
と
す
る
。
が
、
後
者
は
「
国
家
の
存
立
と
い
う
目
的
に
最
高
度
の
完
全
性
を
与
え
る
政
治
原
則
」
を
考
究
す
る
こ
と
に
な
る
。

両
者
は
か
か
る
関
連
に
あ
る
が
、
ゾ
ー
デ
ン
の
重
視
す
る
は
も
ち
ろ
ん
国
民
の
福
祉
の
確
保
で
あ
っ
て
、
国
家
経
済
は
こ
の
目
的
に

く
、
国
家
活
動
は
努
め
て
一
定
の
限
度
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
地
に
立
つ
限
り
、
か
れ
は
明
か
に
ス
ミ
ス
学

合
せ
て
国
家
の
社
会
的
機
械
の
一
切
の
車
輪
を
組
立
つ
べ
き
で
あ
り
、

だ
が
そ
の
た
め
に
は
個
人
の
自
由
活
動
を
妨
碍
す
べ
き
で
な

ら
は
国
家
と
国
民
の
本
質
に
か
か
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
国
民
経
済
に
遥
合
す
る
高
度
の
倫
理
的
原
則
が
な
い
な
ら
ば
、

二
六
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「
そ
の
配
慮
に
つ
き
国
家
は
何
等
の
制
約
を
受
け
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
実
施
手

(

1

1

)

 

段
に
お
い
て
社
会
結
合
の
基
礎
た
る
財
産
権
以
外
は
何
等
の
制
約
も
な
い
、
」
と
さ
え
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
国
家
経
済
が
、

強
制
権
に
結
ば
れ
る
義
務
を
も
っ
‘
―
つ
の
国
家
権
力
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

(

1

2

)

 

き
存
在
た
る
を
争
う
こ
と
は
で
き
ぬ
。
」
と
す
る
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。

ゾ
ー
デ
ン
の
か
か
る
ス
ミ
ス
理
論
修
正
の
動
き
は
個
々
の
経
済
概
念
の
叙
述
に
お
い
て
も
現
わ
れ
る
。
そ
の
顕
著
な
も
の
に
生
産
力

(

1

3

)

 

の
理
論
が
あ
る
。
か
れ
は
ま
ず
、
生
産
力
を
「
そ
れ
に
よ
っ
て
原
料
の
当
該
部
分
が
享
楽
に
進
捗
す
る
力
」
と
規
定
す
る
。
原
料
の
変

化
に
よ
っ
て
享
楽
手
段
（
財
）
が
生
産
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
原
料
そ
の
も
の
は
直
ち
に
国
民
の
富
と
な
る
わ
け
で
な
い
。
そ
れ
が

(
1
4
)
 

国
民
各
自
の
、
あ
る
い
は
国
民
全
体
の
生
産
力
と
結
合
し
て
始
め
て
持
続
的
に
国
民
の
富
た
り
得
る
と
い
い
、
生
産
力
は
有
形
財
の
生

「
人
間
の
福
祉
を
促
進
し
増
加
す
る
享
楽
、

究
（
農
学
者
・
化
学
者
等
の
）
な
い
し
精
神
的
鑑
賞
（
購
演
者
・
詩
人
等
）
を
高
め
る
一
切
の
作
業
や
役
務
も
生
産
的
で
あ
り
、
そ
の
創
造
者

は
真
の
生
産
者
で
あ
る
。
生
産
物
の
確
保
、
例
え
ば
財
産
の
保
全
や
各
自
の
健
康
保
護
を
職
務
と
す
る
、
全
官
吏
も
ま
た
同
様
の
事
情

(

1

5

)

 

に
あ
る
。
」
と
し
て
、
精
神
的
資
本
（
リ
ス
ト
）
の
そ
れ
に
関
説
す
る
。

ま
た
「
生
産
力
は
財
産
の
本
質
的
部
分
で
あ
り
、
」
原
料
の
如
く
価
値
を
も
つ
。

「
価
値
な
き
原
料
は
生
産
力
の
程
度
に
従
っ
て
価

(

1

6

)

 

値
計
算
が
行
わ
る
。
生
産
物
に
内
在
す
る
生
産
力
こ
そ
、
矢
張
り
原
資
材
よ
り
逢
か
に
大
な
る
価
値
を
有
す
る
。
」

生
産
力
の
理
論
を
予
見
せ
し
め
る
が
如
き
論
議
を
行
い
、
進
ん
で
生
産
力
を

(
1
8
)
 

前
者
は
農
・
エ
・
商
の
各
産
業
部
門
に
お
け
る
各
人
の
努
力
に
待
つ
が
、
後
者
は
国
家
の
な
す
国
民
財
産
を
裕
か
な
ら
し
め
る
一
切
の

独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

産
に
止
ら
ず
、

の
国
民
の
福
祉
を
清
く
完
全
に
保
持
す
る
に
は
、

H
各
個
人
の
生
産
力
と

二
七

リ
ス
ト
の

(

1

7

)

 

口
国
家
の
生
産
力
に
分
つ
。

一
見
、

そ
れ
故
に
例
え
ば
ま
た
学
者
の
研
究
も
、
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
の
物
理
的
研

「
ひ
と
は
か
か
る
権
力
が
正
し

派
の
一
人
で
あ
り
、
国
家
干
渉
の
消
極
論
者
で
あ
る
。
か
れ
が
消
極
的
態
度
を
と
り
な
が
ら
、
他
面
国
家
の
政
策
目
的
が
、
最
大
多
数
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独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

(

1

9

)

 

組
織
的
立
法
と
規
制
的
政
策
・
司
法
な
ら
び
に
財
政
的
立
法
に
再
分
す
る
。
国
家
の
努
力
は
何
よ
り
も
ま
ず
最
高
度
の
生
産
力
に
見
合

う
原
料
を
調
達
し
、
各
人
の
生
産
力
と
国
民
全
体
の
生
産
力
を
立
法
と
行
政
的
手
段
を
通
じ
て
、
国
民
経
済
の
法
則
に
従
い
、

こ
れ
を

組
織
す
る
に
あ
る
。
か
よ
う
な
立
法
に
よ
り
、
国
民
の
大
部
分
を
福
祉
に
導
く
享
楽
手
段
を
そ
の
能
力
に
応
じ
て
持
続
的
に
獲
得
し
得

る
こ
と
と
な
ろ
う
、
と
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
生
産
力
を
既
存
の
原
料
に
適
応
す
る
方
法
で
組
織
す
る
の
が
理
想
で
あ
り
、
国

土
の
境
界
が
こ
の
方
策
の
マ
ル
ク
シ
ュ
タ
イ
ン
と
な
る
。
も
つ
と
も
、

棄
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
い
、

こ
の
理
想
と
な
る
原
料
増
加
の
傾
向
は
国
家
権
力
に
よ
っ
て
排

(
2
0
)
 

フ
ィ
ヒ
テ
の
「
封
鎖
商
業
国
家
」
と
の
接
触
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

註

(
1
)
W
i
l
h
e
l
m
 T
r
e
u
e
,
 A
d
a
m
 S
m
i
t
h
 in 
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
.
 N
 u
m
 P
r
o
b
l
e
m
 
d
e
s
 
"Politischen 
Professors" 
z
w
i
s
c
h
e
n
 
1
7
7
6
 
u
n
d
 

1
8
1
0
.
 

in 
"
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
 u
n
d
 E
u
r
o
p
a
 
`•(Hans 

,
 
R
o
t
h
f
e
l
s
 ,
 Festschrift), 
Diisseldorf. 1
9
5
1
,
 

S. 
102. 

(
2
)
グ
ラ
ー
フ
・
フ
ォ
ン
・
ゾ
ー
デ
ン
は
一
七
五
四
年
ア
ン
パ
ッ
ハ
に
生
れ
、
プ
ラ
ン
デ
ン
プ
ル
ク
の
枢
密
院
に
職
を
得
、
の
ち
顧
問
官
と
な
る
。

一
八
九

0
年
伯
爵
に
被
せ
ら
れ
、
一
七
九
七
年
以
来
所
領
地
で
農
業
と
研
学
に
従
い
、
晩
年
．
ハ
イ
エ
ル
ン
の
国
政
に
参
与
し
、
一
八
三
一
年
没

す
。

(
3
)

ャ
コ
プ
は
一
七
五
九
年
伯
林
に
生
れ
ハ
＞
に
学
び
、
一
七
九
一
年
以
来
そ
こ
の
教
授
の
地
位
に
あ
っ
た
。
ハ
＞
が
フ
ラ
ン
ス
軍
の
占
領
と
共

に
大
学
の
閉
鎖
に
よ
り
カ
ル
コ
ウ
に
呼
ば
れ
、
一
八
一
六
年
ハ
＞
に
復
帰
し
た
。
そ
の
間
ロ
ツ
ア
の
貨
幣
事
情
の
研
究
に
従
事
し
た
。
か
れ
の

主

著

は

二

十

年

間

に

三

阪

を

重

ね

、

ま

た

セ

イ

の

独

訳

者

と

し

て

名

高

い

。

．

(
4
)
 S
o
d
e
n
,
 E
b
e
n
d
a
,
 B
d
,
 
I
 ,
 1815• 

N
a
c
h
s
c
h
r
i
f
t
 z
u
 V
o
r
w
o
r
t
.
 

(
5
)
 T
r
e
u
e
,
 E
b
e
n
d
a
,
 S
S
.
 
119ー

1
2
0
.

(
6
)
 S
o
d
e
n
,
 E
b
e
n
d
a
,
 S. 
1
3
.
 

(
7
)
 S
o
d
e
n
,
 
E
b
e
n
d
a
,
 S. 
1
4
.
 

(
8
)
 J
.
 

Griinfeld, 
D
i
e
 l
e
i
t
e
n
d
e
n
 sozial ,
 
u
n
d
 wirtschafts ,
 
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
n
 l
d
e
e
n
 in d
e
r
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 N
a
t
i
o
n
a
l
o
k
o
n
o
m
i
e
.
 W
i
e
n
.
 

1
9
1
3
.
 

s. 
61. 

ニ
八
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逸
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済
学
に
お
け
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国
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経
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（
赤
羽
）

二
九

(
9
)
 S
o
d
e
n
 ̀

 
E
b
e
n
d
a
,
 S. 
1
1
.
 

(10) 
S
o
d
e
n
,
 E
b
e
n
d
a
,
 S. 
l9. 

(
1
1
)
 
S
o
d
e
n
,
 
E
b
e
n
d
a
,
 B
d
,
 
]I, 
1
8
0
5
,
 

S. 2
9
1
.
 

(12) 
S
o
d
e
n
,
 
E
b
e
n
d
a
,
 B
d
,
 
I
 ,
 

1
8
1
5
.
 

S. 
2
1
.
 

S
o
d
e
n
,
 E
b
e
n
d
a
,
 S. 2
9
.
 

u
n
d
 B
d
 ]I, 
S. 
7
.
 

(13) 
S
o
d
e
n
,
 E
b
e
n
d
a
,
-
B
d
,
 
N
,
 S. 4
0
.
 

(14)
な
お
、
詩
人
を
生
産
者
と
み
る
ゾ
ー
デ
ン
の
所
説
は
、
夙
に
ロ
ッ
ツ
ヤ
ー
の
注
意
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

(
2
2
)

(15) 
S
o
d
e
n
,
 E
b
e
n
d
a
.
 B
d
,
 
I
 ,
 

S. 
1
2
5
.
 

(16) 
S
o
d
e
n
,
 E
b
e
n
d
a
.
 S
S
.
 1
3
2ー
ー

1
3
3
.

(17) Soden• 

E
b
e
n
d
a
.
 S. 
2
3
.
 

,
 

(18)
ゾ
ー
デ
ン
は
か
か
る
生
産
力
を
明
確
に
、
日
原
始
生
産
力
口
工
業
生
産
力
国
商
業
生
産
力
に
分
つ
。
E
b
e
n
d
a
,
B
d
,
 
N
,
 S. 4
2
.
 

(19) 
S
o
d
e
n
,
 E
b
e
n
d
a
,
 B
d
,
 
I
 ,
 

S. 
24. 

(20) 
S
o
d
e
n
,
 
E
b
e
n
d
a
,
 S. 3
2
.
 

(21)
拙
稿
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
封
鎖
商
業
国
家
諭
」
信
州
大
学
文
理
学
部
紀
要
。
第
八
号
。
（
昭
和
三
十
三
年
）

(

況

)

W. R
o
s
c
h
e
r
,
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 N
a
t
i
o
n
a
l
'
O
e
k
o
n
o
m
i
k
 in 
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
.
 
M
昔
c
h
e
n
.
1
9
2
4
,
 

Z
w
e
i
t
e
 A
u
f
l
g
.
 
S. 
6
7
9
.
 

か
よ
う
な
ス
ミ
ス
理
論
修
正
の
動
き
は
、

や
が
て
ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ラ
ー
や
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
リ
ス
ト
に
よ
る
尖
鋭
な
批
判
を
通
じ

て
、
そ
の
頂
点
に
達
し
た
と
み
る
を
得
よ
う
。
ひ
と
は
こ
こ
に
独
逸
経
済
学
の
成
立
を
み
と
め
、
そ
こ
に
英
仏
経
済
学
の
個
人
主
義
的

(

1

)

 

・
物
質
主
義
的
経
済
理
論
の
超
克
が
行
わ
れ
た
、
と
な
す
の
で
あ
る
。

(

2

)

 

ア
ダ
ム
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
学
を
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
に
修
め
、
熱
心
な
ス
ミ
ス
学
徒
の
一
人
た
る
時
期
を
も
っ
た
。
か
の
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独
逸
経
済
学
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け
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国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

(

3

)

 

フ
ィ
ヒ
テ
批
評
は
こ
の
立
場
に
お
い
て
行
わ
れ
た
が
、
の
ち
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
の
研
究
あ
る
い
は
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ゲ
ン
ツ

と
の
交
遊
は
、
遂
い
に
か
れ
を
次
第
に
浪
漫
派
に
近
か
づ
か
し
め
、

「
国
家
は
単
な
る
製
造
工
場
・
農
場

そ
の
主
要
代
弁
者
た
ら
し
め
る
に
至
っ
た
。

ミ
ュ
ラ
ー
の
経
済
論
は
経
済
が
国
家
の
有
機
的
組
織
の
一
分
肢
た
る
認
識
に
始
ま
る
。
人
間
は
、
す
べ
て
の
生
成
物
が
自
然
と
結
合

し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
市
民
社
会
の
な
か
に
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
方
面
か
ら
国
家
内
に
織
り
込
ま
れ
、
個
人
は
国
家
か
ら
抽
出
せ
ら

れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
従
っ
て
、
人
間
は
国
家
以
外
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
、
国
家
を
概
念
的
に
把

握
す
る
傾
向
が
あ
り
、

一
た
ん
定
義
づ
け
る
と
そ
れ
は
も
は
や
新
事
態
を
説
明
し
得
な
い
こ
と
と
な
る
。

「
国
家
な
ら
び
に
一
切
の
偉
大
な
る
人
間
的
事
件
に
は
そ
の
本
質
を
言
葉
や
定
義
の
な
か
に
ひ
き
く
る
め
、
あ
る
い
は
詰
め
込
み
得

な
い
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ
る
。
…
…
通
常
一
般
の
諸
科
学
が
国
家
や
生
活
や
人
間
に
つ
い
て
ひ
き
づ
り
ま
わ
し
、
売
物
に
す
る
と
こ
ろ

の
、
か
た
苦
し
い
一
た
び
ま
と
め
お
い
た
だ
け
の
形
式
を
わ
れ
わ
れ
は
概
念
と
い
う
。
し
か
し
国
家
に
関
し
て
は
い
か
な
る
概
念
も
存

し
な
い
。
」
「
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
高
貴
の
対
象
に
つ
い
て
掘
え
た
思
考
を
拡
大
し
て
み
る
と
き
、
も
し
対
象
が
運
動
し
成
長
す
る
に
対
応

(

4

)

 

し
思
考
が
動
き
成
長
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
思
考
を
事
物
・
国
家
・
生
活
の
理
念
と
い
お
う
。
」
こ
こ
に
国
家
を
つ
ね
に
生
成
・

(

5

)

 

運
動
の
過
程
に
お
い
て
把
え
ん
と
す
る
か
れ
の
動
態
的
思
考
を
み
い
だ
す
。
こ
の
思
考
は
、
ミ
ュ
ラ
ー
に
お
い
て
、
国
家
を
生
態
の
ま
ま

に
、
有
機
体
的
全
体
と
し
て
考
え
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
故
に
、
ス
ミ
ス
の
そ
れ
の
如
き
、

・
保
険
局
あ
る
い
は
重
商
主
義
者
の
組
合
で
な
い
。
国
家
と
は
国
民
の
身
体
的
精
神
的
欲
求
の
全
部
・
物
質
的
精
神
的
富
の
全
部
、
内

(

6

)

 

的
外
的
生
活
を
緊
密
に
結
合
し
て
、
無
限
に
運
動
す
る
巨
大
強
力
な
る
生
け
る
全
体
で
あ
る
。
」
人
間
事
件
の
包
括
的
全
体
で
あ
り
、

―
つ
の
生
け
る
全
体
へ
の
結
合
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
制
度
の
重
要
な
ら
ざ
る
部
分
を
こ
の
関
連
か
ら
切
離
す
こ
と

が
で
き
よ
う
が
、

そ
れ
で
は
も
は
や
生
活
現
象
と
し
て
、

理
念
と
し
て
の
国
家
を
感
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
家
は
人
事
の
す
べ

゜
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か
よ
う
な
国
家
観
に
立
つ
限
り
、
国
民
経
済
は
自
立
的
な
存
在
と
し
て
把
え
ら
れ
ず
、
国
家
の
営
む
「
人
間
事
件
の
全
体
の
経
済
的
側

(

7

)

 

面
」
と
解
せ
ざ
る
を
得
ぬ
、
国
家
有
機
体
の
分
節
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
関
連
は
「
先
ず
人
間
と
事
物
（
財
）
と

(

8

)

 

の
関
係
、
第
二
に
人
間
と
事
物
と
が
国
家
に
対
す
る
関
係
」
で
あ
る
が
、
個
人
経
済
は
国
家
組
織
の
一
分
肢
と
し
て
、
ま
た
国
家
は
個
人

の
経
済
的
生
存
の
保
証
に
努
む
べ
き
も
の
と
規
定
さ
れ
る
。
か
く
、
ミ
ュ
ラ
ー
の
国
民
経
済
は
国
家
あ
っ
て
始
め
て
成
立
す
る
と
み
ら

れ
、
ゾ
ー
デ
ン
の
国
家
経
済
に
近
ず
き
、
さ
ら
に
前
進
し
て
国
家
こ
そ
、
経
済
生
活
の
基
礎
で
あ
る
と
論
ず
る
に
至
っ
た
。
か
れ
の
一

(

9

)

（

10) 

切
の
経
済
理
論
は
こ
の
根
拠
か
ら
立
論
さ
れ
、
す
べ
て
を
「
飛
躍
の
、
生
の
、
運
動
の
な
か
」
で
取
扱
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
理
論
は
も
ち
ろ
ん
か
れ
の
経
済
思
想
を
貫
く
。
富
を
論
ず
る
に
あ
た
つ
て
、

あ
ら
ず
、
ひ
と
が
事
物
を
確
保
し
増
加
す
る
間
に
も
そ
れ
は
確
定
さ
れ
な
い
。
（
反
つ
て
）
そ
の
使
用
の
う
ち
に
、
所
有
の
う
ち
に
み
い

だ
さ
れ
る
。
富
は
何
ん
で
あ
ろ
う
と
、

そ
れ
は
権
利
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
静
止
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
貯
蔵
さ
れ
た
財
産
か
ら
は
、

認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
い
う
が
如
き
、
あ
る
い
は
「
こ
の
国
民
の
諸
力
お
よ
び
所
有
の
単
な
る
評
価
、

一
般
に
数
字
で
表

(

1

1

)

 

わ
し
得
る
一
切
は
富
の
所
在
を
確
め
得
る
に
す
ぎ
ぬ
。
富
の
実
体
は
使
用
の
な
か
に
、
運
動
の
な
か
に
の
み
認
識
さ
れ
示
さ
れ
る
。
」

と
論
ず
る
は
そ
の
よ
き
例
で
あ
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
の
こ
の
立
場
で
は
富
は
そ
の
存
在
よ
り
も
生
産
過
程
が
重
要
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
生
産

は
独
り
筋
肉
労
佑
に
限
ら
ず
精
神
的
諸
力
の
共
力
に
ま
つ
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
諸
力
は
ス
ミ
ス
が
非
生
産
的
と
み
な
し
た
俳
優
・
音

楽
家
・
僕
婢
•
あ
る
種
の
為
政
家
・
僧
侶
・
学
者
の
そ
れ
で
あ
る
。
か
れ
の
生
産
力
の
理
論
は
こ
の
種
の
精
神
的
財
貨
の
主
張
に
支
え
ら

れ
て
い
る
。
ま
ず
学
説
を
回
顧
し
て
い
う
。

「
コ
ル
ベ
ー
ル
の
重
商
主
義
的
、

ケ
ネ
ー
の
重
農
主
義
的
お
よ
び
ス
ミ
ス
の
自
由
主
義
の
三
大
宗
派
の
解
決
せ
ん
と
努
め
た
問
題

独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

て
不
可
分
な
有
機
体
組
織
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
富
は
概
念
で
な
い
、
単
な
る
事
物
に
存
す
る
に
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同
じ
く
、
全
生
産
力
は
個
別
的
・
市
民
的
の
二
重
の
価
値
を
も
つ
。

一
切
の
生
産
に
自
然
的
制
限
を
指
示
す
る
力
と
国

開
戦
と
な
る
や
軍
需
工
業
者
が
他
の
一
切
に
凌
駕
す

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
生
産
は
可
能
な
る
限
り
、
し
か
し
重
要
で
あ

「
労
佑
の
生
産
力
に
も
無
数
の
段
階
が
あ

独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

は
、
如
何
な
る
労
佑
こ
そ
生
産
的
で
あ
る
か
、
ま
た
じ
じ
つ
国
家
を
富
裕
に
導
く
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

す
る
解
釈
は
時
の
経
過
に
伴
う
て
漸
次
正
し
い
方
向
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

産
を
加
工
し
変
形
す
る
も
の
を
除
い
て
農
業
労
佑
に
、
最
後
に
ス
ミ
ス
は
交
換
価
値
を
も
つ
財
の
創
造
に
の
み
、
厳
格
な
る
意
味
の
生

産
が
齋
ら
さ
れ
る
も
の
と
み
た
。
だ
が
、

そ
こ
に
は
国
家
に
お
い
て
如
何
な
る
力
、
ま
た
行
為
が
保
存
せ
ら
れ
て
い
る
か
。
如
何
な
る

労
佑
が
持
続
と
動
産
財
と
の
間
を
調
節
し
て
い
る
か
、
と
い
う
二
つ
の
重
要
な
る
問
題
に
ま
っ
た
＜
触
れ
て
い
な
い
。
官
吏
の
経
済
的

重
要
性
に
就
て
は
何
人
も
こ
れ
を
認
め
る
が
、

ス
ミ
ス
は
こ
の
種
の
労
佑
を
生
産
的
労
佑
者
の
範
囲
か
ら
除
い
て
い
る
。
か
れ
の
意
見

(

1

2

)

 

で
は
そ
れ
ら
は
市
民
的
交
換
に
お
い
て
譲
渡
し
、
か
つ
商
業
の
通
則
に
従
う
有
形
的
商
品
を
生
産
し
な
い
が
た
め
で
あ
る
。
」

さ
て
、
か
れ
の
ス
ミ
ス
の
生
産
力
説
批
判
で
あ
る
が
、
労
佑
の
生
産
力
に
は
段
階
が
あ
り
、

附
与
さ
れ
、
必
ず
し
も
交
換
価
値
の
大
小
に
依
存
す
る
も
の
で
な
い
、
と
説
く
の
で
あ
る
。

そ
の
重
要
性
は
国
家
の
必
要
．
に
よ
っ
て

る
。
労
佑
者
は
元
来
欲
望
と
生
産
物
と
を
媒
介
す
る
に
す
ぎ
ず
、
欲
求
が
よ
り
必
然
的
よ
り
一
般
的
に
な
れ
ば
、
生
産
も
亦
よ
り
必
然

的
・
一
般
的
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
力
は
よ
り
重
要
と
な
り
よ
り
大
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
生
産
力
の
度
合
を
計
る
に
市
民
の
必

要
あ
る
い
は
国
民
の
そ
れ
以
外
他
の
尺
度
が
な
い
。
国
家
に
お
け
る
全
個
人
・
全
生
産
は
個
別
的
・
市
民
的
価
値
（
交
換
価
値
）
を
も
つ
と

り
、
市
民
的
で
あ
り
、
国
民
的
で
あ
る
如
く
努
め
る
。
時
に
一
生
産
は
他
の
そ
れ
を
凌
駕
し
よ
う
。
凶
年
に
は
農
業
は
商
業
よ
り
重
要

で
あ
り
国
民
的
で
あ
り
、
豊
作
の
年
に
は
商
業
が
他
に
較
べ
重
要
と
な
ろ
う
。

る
。
結
局
、
個
々
の
生
産
者
の
最
高
の
利
益
は
自
然
的
か
つ
市
民
的
事
情
に
制
約
さ
れ
よ
う
。
短
言
す
る
と
、
か
れ
の
生
産
と
他
の
需

要
者
と
の
間
を
、
よ
り
高
い
生
産
者
・
政
治
家
か
ら
媒
介
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
故
に
、

コ
ル
ベ
ー
ル
は
貴
金
属
に
、

ケ
ネ
ー
は
す
べ
て
地
上
の
所
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註
と
を
想
像
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

(

1

3

)

 

家
経
済
の
巨
大
な
運
動
と
が
、
上
場
日
の
取
引
所
に
お
け
る
無
数
の
取
引
を
整
序
す
る
の
で
あ
る
。
」

わ
れ
わ
れ
は
ま
た
右
の
文
章
の
な
か
で
、
国
家
は
法
律
を
制
定
し
秩
序
を
維
持
し
て
一
切
の
生
産
に
可
能
性
を
提
供
す
る
力
あ
る
こ

「
こ
の
力
こ
そ
、

よ
り
高
き
生
産
力
、
市
民
社
会
あ
る
い
は
、
国
力
か
ら
生
産
せ
ら
れ
媒
介
せ
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
生
産
し
あ
る
い
は
媒
介
し
得
る

存
在
し
、
個
人
は
全
体
の
解
消
に
よ
っ
て
、

一
切
の
生
産
の
不
可
欠
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
各
個
人
の
生
産
力
は
そ
れ
自
ら

の
で
あ
る
。
も
し
国
家
が
自
ら
を
生
産
し
得
る
こ
と
を
停
止
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
が
国
家
と
名
ず
け
る
国
民
的
生
産

(

1

4

)

 

が
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
、
あ
ら
ゆ
る
小
生
産
は
自
ら
止
ま
つ
て
仕
舞
う
だ
ろ
う
。
」
と
断
言
し
、
個
人
経
済
の
基
礎
は
国
家
の
う
ち
に

(

1

5

)

 

そ
の
存
在
の
根
拠
を
失
う
、
と
さ
え
み
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
 
J
a
k
o
b
 Baxa• 

D
e
u
t
s
c
h
e
 u
n
d
 u
n
d
e
u
t
s
c
h
e
 Volkswirtschaftslehre. 
S
t
a
n
d
i
s
c
h
e
s
 L
e
b
e
n
.
 ½1931. 

(
2
)
ア
ダ
ム
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
一
七
七
九
年
六
月
三
十
日
伯
林
に
生
れ
、
夙
に
法
律
学
と
国
家
学
を
修
め
、
伯
林
に
お
い
て
ゲ
ン

ッ
、
ン
ュ
レ
ー
ゲ
ル
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
等
の
人
々
と
交
友
し
．
、
一
八
―
一
年
以
来
襖
太
利
の
宰
相
メ
ッ
テ
ル
ニ
ッ
ヒ
の
知
遇
を
受
け
そ
の
プ
レ
ー

ン
の
一
人
と
な
っ
た
。
各
種
の
官
職
に
就
き
一
八
二
九
年
一
月
十
七
日
維
納
で
没
す
。
主
著
「
国
家
学
要
論
」
は
一
八

0
八
年
の
冬
ザ
ク
セ

ン
・
ワ
イ
マ
ー
ル
の
ペ
ル
ン
ハ
ル
ト
侯
と
多
数
の
政
治
家
・
外
交
官
に
対
し
た
な
し
た
購
義
で
あ
っ
て
、
翌
年
伯
林
で
公
刊
さ
れ
た
。
そ
の

学
問
は
哲
学
・
美
学
・
社
会
学
等
頗
る
広
範
に
わ
た
つ
て
い
る
が
、
経
済
学
に
関
し
て
は
右
の
要
論
の
ほ
か
、
「
貨
幣
新
論
」
(
-
八
一
六
年
）

及
び
「
全
国
家
学
の
神
学
的
基
礎
の
必
然
性
に
就
て
」
(
-
八
一
九
年
）
を
あ
げ
得
る
だ
ろ
う
。
ス
、
、
、
ス
批
判
を
通
じ
て
、
浪
漫
派
へ
の
回
心

事
情
に
就
て
は
、
幾
多
の
推
察
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
本
文
の
如
く
解
し
て
お
こ
う
。

(
3
)
 A
d
a
m
 M
u
l
l
e
r
,
 U
e
b
e
r
 einer p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
n
 E
n
t
w
u
r
f
 v
o
n
 H
e
r
r
n
 Fichte, betitelt 
;
 De
r
 g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
e
 Handelsstaat." 

(
4
)
 A
.
 M
u
l
l
e
r
,
 
D
i
e
 E
l
e
m
e
n
t
e
 d
e
r
 S
t
a
a
t
s
k
u
n
s
t
.
 1
8
0
9
.
 
B
a
x
a
 A
u
s
g
a
b
e
.
 Jena. 1
9
2
2
,
 
B
d
.
 
I

,

 

S. 
2
9
.
 

(
5
)
 M
u
l
l
e
r
,
 
E
b
e
n
d
a
.
 S. 
2
0
.
 

ス
ラ
ニ
ー
・
ウ
ン
ガ
ー
に
よ
る
と
、
ミ
ュ
ラ
ー
は
経
済
事
象
を
生
成
•
発
展
に
お
い
て
把
え
、
そ
の
場
所
的
関
連
に
興
味
を
も
た
な
か
っ
た

と
い
う
。

(

1

6

)

独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）
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独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

(
6
)
M
巳
ler,
E
b
e
n
d
a
.
 S. 3
7
.
 

(
7
)
 F
.
 
J. 
W
e
i
s
s
,
 G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
 d
e
r
 Volkswirtschaftspolitik, 
W
i
e
n
.
 1
9
2
9
.
 

S. 
1
1
9
.
 

(
8
)
M
巳
ler,
V
e
r
s
u
c
h
e
 einer n
e
u
e
n
 T
h
e
o
r
i
e
 
d
e
s
 
Geldes. 1
8
1
6
.
 

L
i
e
s
e
r
 A
u
s
g
a
b
e
,
 jena. 1
9
2
2
.
 

S. 
1
5
.
 

(
9
)
 A
.
 G
r
a
y
,
 T
h
e
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 of 
E
c
o
n
o
m
i
c
 Doctrine, 
L
o
n
d
o
n
.
 1
9
5
1
.
 

p. 2
2
1
.
 

(
1
0
)
M
巳
ler,
E
l
e
m
e
n
t
e
,
 B
d
,
 
I
 ,
 

S. 
3
4
8
.
 

‘
 

(
1
1
)
M
巳
ler,
E
b
e
n
d
a
.
 S. 
3
4
8
.
 

(12) 
B
a
x
a
,
 
D
i
e
 W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 
A
d
a
m
 
Mtillers• 

Nationalwirtschaft. 
Berlin. 1
9
2
7
 /2
8
.
 

S. 
1
3
4
.
 

(
1
3
)
M
巳
ler,
E
b
e
n
d
a
.
 S
S
.
 3
9
4
 |
 39
5
.
 

(
1
4
)
M
巳
ler,
E
b
e
n
d
a
,
 S. 
3
9
5
.
 

(15) 
B
a
x
a
,
 E
b
e
n
d
a
.
 S. 
1
3
6
.
 

(

1

6

)

 

T
.
 S
u
r
a
n
y
i
 ,
 
U
n
g
e
r
,
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
in 
d
e
r
 Volkswirtschaftslehre. 
Jena. 1
9
2
6
.
 

B
d
,
 
]1, 
S. 
1
3
5
.
 

(

1

)

 

ス
ミ
ス
批
判
の
尖
端
に
立
つ
は
矢
張
り
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
リ
ス
ト
で
あ
ろ
う
。
も
つ
と
も
、
そ
の
批
判
は
当
時
後
進
国
た
る
独

(

2

)

 

逸
の
「
経
済
発
達
段
階
に
基
礎
」
を
お
い
て
で
あ
る
。
批
判
の
多
く
は
ス
ミ
ス
理
論
を
あ
く
ま
で
英
吉
利
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の

(

3

)

 

ま
ま
独
逸
に
適
用
し
得
る
も
の
で
な
い
、
と
の
見
解
を
と
っ
た
。
従
っ
て
、
独
逸
の
ス
ミ
ス
経
済
学
の
継
承
は
幾
多
の
手
加
減
が
加
え

ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
現
に
ト
ロ
イ
ェ
も
、

ス
ミ
ス
理
論
と
し
て
独
逸
で
教
授
さ
れ
た
は
ス
ミ
ス
で
な
く
、
多
分
に
ゲ
ッ
チ
ン

(

4

)

 

ゲ
ン
・
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ク
的
で
あ
っ
た
、
述
べ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

独
逸
は
一
八
一
五
年
に
至
る
も
小
邦
分
立
し
、
互
に
高
き
関
税
障
壁
を
築
き
隔
離
の
状
態
に
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
未
だ
関
税
政
策

四

四
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集
団
で
な
く
、
秩
序
あ
る
統
一
的
共
同
体
を
意
味
す
る
。

の
如
き
関
税
領
域
の
統
一
を
欠
い
て
い
た
か
ら
、
独
逸
市
場
は
外
国
商
品
に
対
し
殆
ん
ど
完
全
に
公
開
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
か
か
る

事
情
は
こ
の
国
が
大
陸
封
鎖
の
撤
廃
後
の
英
吉
利
工
業
の
よ
き
ダ
ン
ビ
ン
グ
市
拗
と
し
て
狙
わ
れ
、
英
国
商
品
の
流
入
は
漸
く
発
展
の

堵
に
つ
い
た
独
逸
工
業
を
芽
生
の
う
ち
に
刈
り
採
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
認
識
が
と
く
に
リ
ス
ト
経
済
学
成
立
の
機

(

5

)

 

縁
と
な
り
、
ソ
ー
デ
ン
や
、
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
っ
て
次
第
に
培
わ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
主
張
が
、
か
れ
の
体
系
に
結
実
す
る
に
至
っ
た

(

6

)

 

と
解
せ
ら
れ
る
。

さ
て
、
か
れ
の
国
家
観
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
そ
の
初
期
の
一
連
の
著
作
、

な
か
で
も
「
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
等
族
国
会
の
憲
法
草

(

7

)

 

案
批
判
」
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
所
説
に
な
お
社
会
契
約
説
の
痕
跡
を
み
い
だ
す
。
し
か
し
、
国
家
組
織
を
も
つ
て
諸
自

治
体
の
階
層
的
構
成
で
あ
る
と
論
ず
る
が
主
旨
で
あ
っ
た
。

由
を
保
持
し
な
が
ら
他
の
、
同
種
の
社
会
的
結
合
（
諸
国
家
）

種
の
自
治
体
の
如
き
コ
ル
ポ
ラ
チ
オ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
は
階
層
を
な
し
て
国
家
を
形
成
す
る
。

一五

に
対
立
し
て
い
る
。
」
国
家
の
基
底
に
あ
る
は
個
人
で
な
い
。
家
族
や
各

州
は
多
数
の
県
の
結
合
で
あ
り
、
県
は
多
数
の
市
町
村
自
治
体
の
結
合
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
自
治
体
は
個
人
を
全
体
的
目
的
の
到
達
に

(

8

)

 

尋
く
結
合
で
あ
る
。
」
国
家
は
全
体
の
福
祉
を
促
進
す
る
た
め
、
個
人
の
力
を
制
限
し
結
集
す
る
。
し
か
し
、
個
人
は
自
己
の
幸
福
の

創
造
者
な
る
が
故
に
、

そ
の
自
由
な
る
活
動
を
ま
っ
た
く
制
限
し
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
制
限
は
個
人
の
自
然
的
自
由
が
全
体
の
福
祉
と

(

9

)

 

一
致
せ
ざ
る
と
き
、
始
め
て
法
規
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
が
如
く
、
か
れ
の
叙
説
に
自
由
主
義
的
・
法
治
国
家
的

思
想
の
散
在
せ
ら
れ
る
個
所
あ
る
を
、
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
リ
ス
ト
に
と
つ
て
は
、
国
家
は
個
人
の
組
織
な
き

と
こ
ろ
で
、

か
れ
は
主
著
の
序
文
で
は
、
そ
の
全
建
築
を
国
民
体
の
性
質
の
う
へ
に
お
く
と
述
べ
て
い
る
。
国
民
体
は
そ
の
後
の
叙

独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

「
国
家
は
多
数
の
州
の
結
合
で
あ
り
、

「
国
家
は
多
数
の
下
級
団
体
の
最
高
の
社
会
的
結
合
で
あ
り
、
自
然
的
自
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に
対
し
長
期
の
保
設
を
な
し
得
る
も
の
で
な
い
。
か
れ
は
、

「
個
人
は
富
す
な
わ
ち
交
換
価
値
を
所
有
し
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
し

独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

(

1

0

)

 

．
述
で
は
国
民
と
な
つ
て
い
る
の
が
見
立
つ
。
「
個
人
と
人
類
と
の
間
に
は
、

史
と
を
、
そ
の
特
殊
の
風
俗
と
習
慣
・
法
律
と
制
度
と
を
、

「
個
人

そ
の
特
殊
の
言
語
と
文
学
と
を
、
そ
の
固
有
の
血
統
と
歴

そ
の
存
在
・
独
立
・
完
成
お
よ
び
永
続
に
対
す
る
要
求
を
、
ま
た
区
劃
さ

れ
た
る
領
土
を
有
す
る
国
民
が
介
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
精
神
と
利
益
と
の
無
数
の
紐
帯
を
通
じ
て
独
立
に
存
在
せ
る
―
つ
の
全
体
に

結
合
し
、
互
に
法
律
を
承
認
し
合
い
、
そ
し
て
今
の
と
こ
ろ
未
だ
自
然
的
自
由
を
保
持
し
つ
つ
全
体
と
し
て
は
同
種
の
他
の
諸
社
会
に

対
立
し
、
従
っ
て
現
在
の
世
界
情
勢
の
下
に
お
い
て
は
た
だ
自
ら
の
力
と
手
段
と
に
よ
っ
て
の
み
独
立
不
覇
を
主
張
し
得
る
と
こ
ろ
の

ヽ

ヽ

(

1

1

)

（

12)

社
会
で
あ
り
」
国
家
の
「
力
の
源
泉
」
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
傍
点
は
筆
者
）

か
よ
う
な
国
民
の
実
状
を
み
る
と
、
あ
る
国
民
は
巨
人
で
あ
り
、
他
の
国
民
は
保
儒
で
あ
る
如
く
、
文
明
・
半
開
・
野
蛮
の
差
が
あ

る
。
未
開
人
を
開
化
し
弱
小
国
を
強
大
な
ら
し
め
る
の
が
、
国
家
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
で
あ
る
。
経
済
の
領
域
で
、
国
家
の
な
す
べ
き

は
国
民
の
経
済
的
育
成
を
計
り
将
来
の
発
達
を
期
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
た
め
に
外
国
の
勝
れ
た
る
経
済
力
に
対
抗
し
得
る
ま

で
、
自
国
の
あ
ら
ゆ
る
勢
力
を
培
養
せ
ん
と
す
る
国
民
的
努
力
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
リ
ス
ト
経
済
学
の
核
心
的
地
位

を
占
め
て
い
る
生
産
力
の
理
論
が
意
味
あ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
理
論
は
す
で
に
ゾ
ー
デ
ン
、
ミ
ュ
ラ
ー
の
関
説
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
そ
れ
ら
は
リ
ス
ト
に
至
つ
て
、
生
産
力
の
「
国
民
的
体
系
化
」
に
凝
結
じ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
れ
は
い
う
。

が
如
何
に
勤
勉
・
節
約
•
発
明
的
・
企
業
的
・
道
徳
的
・
智
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
国
民
的
統
一
な
く
国
民
的
分
業
と
生
産
力
の
国
民
的

結
合
な
く
し
て
は
、
そ
の
国
民
は
決
し
て
高
度
の
幸
福
と
勢
力
と
を
得
ら
れ
ず
、
ま
た
そ
の
精
神
的
・
社
会
的
お
よ
び
物
質
的
の
財
の

(

1

3

)

 

永
続
的
所
有
を
確
実
に
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

ス
ミ
ス
は
一
国
の
富
を
交
換
価
値
の
集
積
と
み
た
が
、

こ
れ
ら
の
富
は
短
い
期
間
、
個
人
の
生
計
を
保
証
し
得
る
が
、
欠
乏
と
困
難

六
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生
産
力
の
理
論
は
引
続
き
保
設
関
税
論
に
展
開
し
行
く
。

発
明
・
治
安
警
察
・
自
由
土
地
制
度
の
採
用
お
よ
び
運
送
機
関
等
、

七

一
国
の
繁
栄
は
国
民
の
生
産
力
の
発
展
に
依
存
す
る
。
生
存
力
拡
大
の
た

か
し
価
値
あ
る
物
を
創
る
力
を
消
費
す
る
以
上
に
所
有
し
て
い
な
い
な
ら
ば
貧
乏
と
な
る
。
個
人
は
貧
乏
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
併

し
価
値
あ
る
物
を
創
る
力
を
消
費
す
る
以
上
に
所
有
し
て
い
る
な
ら
ば
富
裕
と
な
る
。
従
っ
て
、
富
を
創
造
す
る
力
は
富
よ
り
も
無
限

に
重
要
で
あ
る
。
」
と
い
い
、
ま
た
「
生
産
力
は
私
人
の
場
合
よ
り
も
、

(

1

4

)

 

場
合
に
お
い
て
、
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
る
。
」

フ

エ

ル

メ

ー

ゲ

ン

ケ

エ

ン

ネ

ン

か
か
る
生
産
力
は
財
の
所
有
に
よ
る
能
力
で
な
い
。
個
人
は
所
有
せ
ず
し
て
、
自
己
の
能
力
に
よ
っ
て
生
存
の
基
礎
を
得
る
か
ら
で

あ
る
。
も
つ
と
も
、
個
人
は
こ
の
能
力
を
、
そ
の
生
産
力
の
大
部
分
を
社
会
制
度
か
ら
汲
み
と
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
茄
督
教
・

一
夫
一
妻
制
・
奴
隷
制
お
よ
び
農
奴
制
の
撤
廃
・
王
位
継
承
•
印
刷
文
字
お
よ
び
印
刷
機
・
郵
便
・
飩
幣
・
度
量
衡
．
暦
·
時
計
等
の

(
1
5
)
 

こ
れ
ら
は
み
な
生
産
力
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
法
律
そ
の
他
の

公
共
制
度
は
直
接
、
交
換
価
値
を
創
造
し
な
い
が
、
な
お
よ
く
生
産
力
を
哺
育
す
る
、
と
も
説
い
て
い
る
。
ま
た
次
の
所
論
が
あ
る
。

ス
ミ
ス
学
派
は
「
交
換
価
値
を
研
究
対
象
と
す
る
た
め
、
豚
を
飼
育
す
る
も
の
は
社
会
の
生
産
的
な
一
員
で
あ
っ
て
、
人
間
を
教
育
す

る
者
は
不
生
産
的
な
る
一
員
と
み
る
。
こ
れ
は
豚
を
肥
育
し
風
笛
ま
た
は
丸
薬
を
つ
く
る
者
は
生
産
的
で
あ
る
が
、
青
年
お
よ
び
成
人

(
1
6
)
 

の
教
師
・
芸
術
家
・
医
者
・
裁
判
官
・
行
政
官
等
は
更
に
一
層
生
産
的
で
あ
る
と
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
も
リ
ス
ト
は
、
ミ
ュ
ラ

ー
と
ほ
ぽ
共
通
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

め
に
は
全
国
民
協
力
し
て
そ
の
精
神
的
・
社
会
的
諸
力
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
現
在
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て
将
来
の
利

益
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
国
の
発
達
し
た
工
業
力
が
後
進
国
の
工
業
力
を
圧
迫
す
る
が
如
き
状
況
に
あ
っ
て
は
急
き
よ
関
税
制

‘
度
の
採
用
に
よ
り
自
国
工
業
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
。
国
民
は
そ
れ
に
よ
っ
て
価
値
の
犠
牲
を
払
う
が
、
こ
れ
は
生
産
力
の
獲
得
に

独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

利
子
収
入
に
よ
っ
て
生
活
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
国
民
全
体
の
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O
k
o
n
o
m
i
e
,
 
更
に
そ
の
後

ま
た
、

か
れ
が
国
民
経
済
な
る
独
逸
語
が

「
始
め

Staatswirtschaft, 

N
a
t
i
o
n
a
l
o
k
o
n
o
m
i
e
 
に
代
う
る
に

次
に

N
a
t
i
o
n
a
l
o
k
o
n
o
m
i
e
,
後
に

Politische

人
民
の
経
済
が
国
民
経
済
と
な
る
。
そ
の
暁
き
は

は
主
著
の
第
十
六
章
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

よ
っ
て
償
わ
れ
よ
う
。

叙
上
に
よ
っ
て
、
リ
ス
ト
の
国
家
と
経
済
と
の
交
渉
を
そ
の
生
産
力
の
理
論
を
仲
介
と
し
て
窺
い
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
は
、
人
民
の
経
済
と
国
民
経
済
と
が
厳
か
に
区
別
さ
れ
る
。
人
民
の
経
済
は
国
家
市
民
の
そ
れ
で
あ
り
、
固
家
干
渉
の
行
わ

れ
ざ
る
、
す
な
わ
ち
「
政
治
は
経
済
か
ら
除
外
さ
れ
、
」
各
人
の
経
済
活
動
の
原
則
的
自
由
を
認
め
た
ス
ミ
ス
流
の
「
商
業
社
会
」
で

あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
経
済
は
「
そ
れ
自
体
に
お
い
て
完
全
な
る
国
民
の
発
達
な
ら
び
に
、

そ
の
独
立
の
存
続
お
よ
び
勢
力
を
顧
慮
し
て

規
制
さ
れ
る
必
要
が
な
く
」
規
制
は
「
統
一
あ
る
大
国
民
も
し
く
は
国
民
経
済
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
場
合
に
発
達
し
形
成
さ
れ
る

(

1

7

)

 

と
こ
ろ
の
、
社
会
経
済
一
般
の
自
然
法
則
」
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

f

、

、

、

、

、

、

こ
れ
に
反
し
、
国
民
経
済
は
「
国
家
も
し
く
は
聯
邦
国
家
が
人
ロ
・
領
土
・
政
治
的
諸
制
度
・
文
明
・
富
お
よ
び
勢
力
に
よ
っ
て
独

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

立
の
資
格
を
有
し
、
永
続
と
政
治
的
勢
力
を
主
張
し
得
る
」
（
傍
点
は
筆
者
）
と
き
、

「
人
民
の
経
済
と
国
民
経
済
と
は
同
一
不
二
で
あ
る
」
と
し
て
、
国
家
干
渉
と
の
関
連
に
お
い
て
始
め
て
、
国
民
経
済
の
把
握
が
可
能

な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
れ
も
亦
、
ゾ
ー
デ
ン
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

V
 olkswirtschaft 

著
を
「
政
治
経
済
学
の
国
民
的
体
系
」
と
名
附
け
、

と
呼
ば
れ
る
」
順
序
を
明
か
に
し
て
い
る
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
が
主

フ
ォ
ル
ク
ス
・
ヴ
ィ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
を
避
け
た
事
情
は
、
当
時
独
逸
国
民
経
済
の

発
達
段
階
が
未
だ
完
全
な
る
「
経
済
的
統
一
を
み
た
国
民
」
の
域
に
到
達
し
な
か
っ
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
係
ら
ず
カ
ー

(

1

8

)

 

ル
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ラ
ウ
は
一
八
二
六
年
す
で
に
「
国
民
経
済
学
原
理
」
を
出
し
、
従
来
の

八

そ
の
結
論
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註
V
o
l
k
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t

を
使
用
し
今
日
の
用
法
を
開
い
た
、

こ
と
を
併
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

九

(
1
)

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
リ
ス
ト
は
一
七
八
九
年
八
月
六
日
南
独
ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ
ン
の
鞣
皮
匠
の
子
と
し
て
生
れ
、
一
八
四
六
年
十
一
月
三
十
日

チ
ロ
ル
の
ク
ー
フ
ス
タ
イ
ン
で
自
尽
し
た
。

か
れ
は
一
八
一
七
年
チ
ー
ピ
ン
ゲ
ン
の
行
政
学
教
授
と
な
っ
た
が
、
一
八
一
九
年
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
独
逸
商
工
業
同
盟
に
参
加
し
た
た
め

官
職
を
罷
免
さ
れ
、
そ
の
後
各
種
の
扇
動
行
為
に
出
で
処
罰
を
受
け
、
一
八
二
五
年
遂
い
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
。
ペ
ン
ジ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
に
お
い

て
農
業
経
営
・
雑
誌
編
集
を
経
て
炭
坑
経
営
に
あ
た
り
産
を
な
す
。
ま
た
石
炭
輸
送
の
た
め
鉄
道
の
建
設
に
従
う
。
そ
の
間
「
ア
メ
リ
カ
経
済

学
網
要
」
を
著
す
。
~

一
八
三
二
年
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
の
ア
メ
リ
カ
領
事
に
任
命
さ
れ
帰
国
、
三
三
年
独
逸
鉄
道
網
の
立
案
と
そ
の
普
及
に
つ
と
め
、
三
七
年
ラ
イ
プ

チ
ッ
ヒ
ー
ド
レ
ス
デ
ン
鉄
道
の
一
部
開
通
を
み
た
。
こ
れ
と
併
ん
で
、
独
逸
関
税
同
盟
の
結
成
に
心
血
を
注
ぎ
、
同
志
と
共
に
東
奔
西
走
席
の

‘
温
ま
る
こ
と
な
く
、
つ
い
に
精
神
病
の
侵
す
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

か
れ
の
著
作
は
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ー
リ
ス
ト
協
会
に
よ
っ
て
前
後
十
巻
に
収
め
ら
れ
公
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
経
済
学
に
つ
い
て
は
、
主
著

「
政
治
経
済
学
の
国
民
的
体
系
」
(
-
八
四
一
年
）
、
前
記
の
「
ア
メ
リ
カ
経
済
学
網
要
」
（
一
八
二
七
年
）
、
「
政
治
経
済
学
の
自
然
的
体
系
」

（
一
八
三
七
年
）
お
よ
び
「
晟
地
制
度
・
零
細
経
営
お
よ
び
国
外
移
住
」
(
-
八
四
二
年
）
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
晩
年
の
政
治
的
論
策
の
一

つ
で
あ
る
「
独
逸
人
の
政
治
的
・
経
済
的
国
民
統
一
」
は
、
独
逸
統
一
の
理
想
を
説
け
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
堀
経
夫
博
士
「
経
済
学
史
通
論
」
（
昭
和
二
十
八
年
）
―
-
八
五
頁
。
＿

(
3
)
 S
o
d
e
n
,
 E
b
e
n
d
a
.
 B
d
,
 
I
 ,
 V

o
r
w
o
r
t
.
 
IV. 

Miiller, 
E
b
e
n
d
a
.
 B
d
 Il, 
S. 
2
0
.
 

(
4
)
 T
r
e
u
e
,
 
E
b
e
n
d
a
.
 S. 
1
2
3
.
 

(
5
)
 F
r
i
e
d
r
i
c
h
 
List, 
D
a
s
 N
a
t
i
o
n
a
l
e
 
S
y
s
t
e
m
 d
e
r
 Politischen 
O
e
k
o
n
o
m
i
e
.
 G
e
r
i
g
 A
u
s
g
a
b
e
,
 1
9
5
0
.
 

S. 
2
0
.
 

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
リ
ス
ト
著
谷
ロ
・
正
木
両
氏
訳
「
国
民
経
済
学
体
系
」
改
造
文
庫
上
巻
二
頁
。

H
a
n
s
 Ritschl, 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 
Lists 
L
e
b
e
n
 u
n
d
 L
e
h
r
e
.
 T
t
i
b
i
n
g
e
n
.
 1
9
4
7
.
 

S. 
106. 

(

6

)

リ
ス
ト
経
済
学
の
想
源
に
就
て
は
小
林
昇
教
授
「
経
済
学
史
研
究
序
説
」
(
-
九
五
七
年
）
二
八
七
頁
以
下
参
照
さ
れ
た
い
。

独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）



573 

c
h
a
f
t
,
 
V
 o
l
k
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
 

リ
ス
ト
は
市
民
の
自
由
な
る
経
済
活
動
が
国
家
政
策
の
対
象
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
干
渉
を
受
け
る
程
度
に
応
じ
て

N
a
t
i
o
n
a
l
w
i
r
t
s
,
 

じ
つ
同
義
に
解
さ
れ
、

、
、
、
、

を
離
れ
て
政
治
経
済
の
範
疇
を
も
つ
て
律
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

こ
れ
は
右
に
指
摘
し
た
如
く
で
あ
る
。

(

1

)

 

フ
ォ
ル
ク
は
常
に
国
家
国
民

S
t
a
a
t
s
v
o
l
k

と
見
倣
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
国
民
経
済
の
原
理
は
市
場
経
済

五

に
進
む
と
説
い
て
い
、

独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

ス
ミ
ス
流
の
自
由
主
義
的
理
論
と
異
な
る
体
系
化
が
試
み
ら
れ
た
わ

こ
の

N
a
t
i
o
n

と

V
o
l
k

(
7
)
 F
r
e
d
r
i
c
h
 L
e
n
z
,
 F
r
i
e
d
r
i
c
h
 
Lists 
k
l
e
i
n
e
s
 
Schriften. S. 
1
2
9
.
 

(
8
)
 L
e
n
z
,
 
E
b
e
n
d
a
.
 S
S
.
 1
3
2
 |
 33
.
 

(
9
)
 L
e
n
z
,
 
E
b
e
n
d
a
.
 S. 
1
3
5
.
 

(10)

酒
枝
教
授
は
国
民
と
国
民
体
と
を
同
視
せ
ず
、
国
民
の
な
か
に
事
態
と
し
て
の
国
民
体
を
区
別
せ
よ
、
と
主
張
さ
れ
る
。

酒
枝
義
旗
氏
「
民
族
の
形
成
ー
歴
史
主
義
に
お
け
る
国
家
と
経
済
」
（
板
垣
与
一
氏
絹
「
国
家
と
経
済
」
昭
和
二
十
七
年
）
―

1
0
頁
以
下
：

(
1
1
)
 
List, 
E
b
e
n
d
a
.
 S. 
2
6
8
.
 

邦
訳
二
六
八
頁
。

(12) 
L
e
n
z
,
 
E
b
e
n
d
a
.
 S. 
i
 7
.
 

(
1
3
)
 
List, 
E
b
e
n
d
a
.
 S. 
6
6
.
 

邦
訳
七
四
頁
。

(14)
已
st,
E
b
e
n
d
a
.
 S
S
.
 2
2
0
ー
2
1
.

邦
訳
ニ
ニ
四
頁
。

(15) 
List, 
E
b
e
n
d
a
.
 
S. 
2
2
7
.
 

邦
訳
二
三

0
頁
。

(
1
6
)
 
List, 
E
b
e
n
d
a
.
 S. 
2
3
2
 
ff. 
邦
訳
二
三
五
頁
。

(17) 
List, 
E
b
e
n
d
a
.
 S
S
.
 2
9
0ー

9
1
.

却
力
苧
が
下
＇
器

9
-
0百
(
o

(18)K• 

H
.
 R
a
u
,
 L
e
h
r
b
u
c
h
 d
e
r
 P
o
l
i
t
i
s
c
h
e
n
 Oekonomie• 

H
e
i
d
e
l
b
e
r
g
.
 1
8
5
4
,
 

B
d
,
 
JI, 
S. 5
5
.
 

L
a
u
m
,
 E
b
e
n
d
a
.
 S. 
2
0
.
 

四
〇

は
そ
の
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け
で
あ
ろ
う
。

四

「
各
経
済
は
そ
れ
ぞ
れ
意

独
逸
歴
史
派
の
提
唱
者
と
考
え
ら
れ
る
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ロ
ッ
シ
ャ
ー
は
国
民
経
済
を
国
民
（
民
族
）
と
共
に
発
生
す
る
と
説
き

リ
ス
ト
に
同
じ
、
「
国
民
は
明
か
に
一
の
実
在
で
あ
り
、
そ
れ
を
構
成
す
る
個
人
で
な
い
。
」
し
か
も
、
国
民
の
生
活
は
各
種
の
生
活

(

2

)

 

面
を
内
面
的
に
結
合
せ
る
一
体
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
国
民
経
済
は
そ
の
一
側
面
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
国
民
は
国
家
国
民
た
る
か
と
い

マ
ク
ス
・
ウ
ェ
バ
ー
は
「
民
族
を
政
治
的
に
統
一
さ
れ
た
国
家
市
民
の
そ
の
時
折

の
総
体
と
し
て
純
合
理
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
彼
（
ロ
ッ
ツ
ヤ
ー
）
の
気
に
入
ら
な
か
っ
た
」
の
で
、
む
し
ろ
文
化
国
民
の
如
く
解
釈

(

3

)

 

し
、
「
文
化
の
担
い
手
と
し
て
意
味
あ
る
全
的
存
在
の
、
具
象
的
な
全
体
が
彼
に
た
ち
あ
ら
わ
れ
た
。
」
と
み
る
の
で
あ
る
。

も
つ
と
も
、

ロ
ッ
シ
ャ
ー
自
身
、
国
民
経
済
そ
の
も
の
に
就
て
は
、
国
家
意
思
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。

、

、

、

、

、

、

思
を
前
提
と
す
る
。
そ
れ
は
個
人
・
法
人
あ
る
い
は
国
家
に
帰
属
す
る
が
、
国
民
全
体
に
で
は
な
い
。
」
さ
ら
に
「
国
民
経
済
の
計
画

、
、
、
ヽ

(

4

)

的
行
動
は
経
済
法
則
お
よ
び
国
家
機
関
に
お
い
て
最
も
明
白
に
表
示
さ
れ
る
。
」
（
傍
点
は
筆
者
）
。

次
に
、
カ
ー
ル
・
ク
ニ
ー
ス
に
な
る
と
、
リ
ス
ト
の
国
民
的
思
考
は
一
そ
う
深
く
堀
下
げ
ら
れ
、
民
族
は
歴
史
的
存
在
と
し
て
把
え

ら
れ
る
。
（
フ
ォ
ル
ク
は
か
れ
の
場
合
、
と
く
に
民
族
と
読
ま
る
べ
き
で
あ
る
う
。
以
下
同
じ
）
。
民
族
は
「
平
等
な
個
々
人
の
表
而
的
に
区
切
ら

れ
総
括
さ
れ
た
集
合
体
で
な
く
、
国
民
体
と
歴
史
的
体
験
に
よ
っ
て
独
特
に
規
定
さ
れ
、
か
つ
国
家
的
に
一
体
と
な
っ
た
全
体
」
（
傍
点

(

5

)

 

は
筆
者
）
で
あ
り
、
同
時
に
「
た
だ
一
時
的
に
何
ら
か
の
形
で
現
存
す
る
も
の
で
な
い
。
反
つ
て
時
代
と
世
代
と
を
貫
く
永
続
的
な
存

(

6

)

 

在
を
も
つ
て
い
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
、
民
族
は
人
間
生
活
の
基
本
的
存
在
で
あ
り
、
国
家
と
一
体
と
な
っ
て
国
民
を
形
成
す
る
。
こ
れ
は
民
族
が
国
家
以
上
の

(

7

)

 

実
在
で
あ
り
、
国
家
は
民
族
が
組
織
さ
れ
存
続
す
る
た
め
の
形
式
た
る
任
務
を
果
す
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
り
、
民
族
が
永
続
的
存

独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

う
に
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
。
こ
の
間
の
事
情
を
、
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一
八
七
一
年
、
独
逸
帝
国
が
建
設
さ
れ
、

経
済
的
内
容
を
も
つ
も
の
に
改
鋳
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
追
求
し
た
国
民
経
済
の
国
家
的
性
格
は
、

か
れ
に
お
い
て
も
無
視
さ
れ
て
い
な
い

C

独
逸
経
済
学
に
お
け
る
国
民
経
済
の
意
味
（
赤
羽
）

民
族
が

在
と
な
り
秩
序
あ
る
形
態
を
整
え
る
は
常
に
国
家
に
一
体
化
さ
れ
た
楊
合
に
外
な
ら
ぬ
と
、
ク
ニ
ー
ス
に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
、
漸
く
経
済
の
お
か
れ
た
地
位
が
明
か
と
な
る
。
「
諸
国
民
の
経
済
状
態
と
発
展
は
か
れ
ら
の
全
生
活
有
機
体
と
密
接
に
結
び

つ
い
た
肢
体
と
し
て
観
察
さ
れ
て
よ
い
。
国
民
経
済
は
じ
じ
つ
（
他
か
ら
）
孤
立
し
、
ま
っ
た
く
独
立
し
た
存
在
で
な
い
。
そ
れ
は
国
民

(

8

)

 

生
活
の
経
済
的
側
面
で
あ
る
。
」
こ
れ
も
ま
た
、
ミ
ュ
ラ
ー
や
ロ
ッ
シ
ャ
ー
の
如
く
、

国
家
的
結
合
た
る
以
上
、
国
民
経
済
は
国
家
依
存
の
色
彩
を
混
厚
に
す
る
は
も
ち
ろ
ん
、
国
家
権
力
の
国
民
生
活
へ
の
作
用
は
経
済
政

策
や
そ
の
他
の
国
家
施
設
を
通
じ
て
強
ま
る
と
、

V
o
l
k
s
w
i
r
f
s
c
h
a
f
t
 
と
い
う
経
済
学
上
の
一
概
念
が
、

独
逸
浪
漫
派
の
先
頭
に
立
つ
、

―
つ
の
国
家
有
機
体
理
論
で
あ
る
。

み
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
、
ラ
ウ
ム
に
よ
っ
て
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た

(

9

)

 

|
＇
そ
れ
は
今
日
な
お
独
逸
経
済
学
体
系
で
は
基
本
概
念
の
―
つ
で
あ
る
が

ー
百
五
十
年
前
独
乙
の
ス
ミ
ス
学
者
に
よ
っ
て
新
造
さ
れ
た
が
、
浪
漫
主
義
の
播
頭
以
来
、
国
民
経
済
は
国
家
の
一
分
肢
と
し
て
国
家

ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
国
家
理
論
は
周
知
の
如
く
極
め
て
復
古
的
で
あ
り
、
中
世
の
等
族
国
家
を
理

想
と
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
、
リ
ス
ト
に
は
一
段
と
近
代
的
精
神
が
横
溢
し
、
独
逸
民
族
の
統
一
的
・
包
括
的
国
家
の
建

設
を
痛
感
さ
れ
て
い
、
保
設
主
義
の
主
張
の
下
に
生
産
力
の
培
養
を
通
じ
て
先
進
国
の
牙
城
に
せ
ま
ら
ん
と
し
た
。
国
民
経
済
は
国
家

を
離
れ
て
こ
の
使
命
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
か
れ
に
続
く
一
連
の
歴
史
学
派
の
巨
匠
に
も
相
通
ず

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

政
治
的
統
一
が
完
成
す
る
に
至
る
と
、
独
逸
民
族
は
完
全
な
る
国
家
国
民
た
る
実
を
示

(

1

0

)

（

11) 

し
、
国
家
な
き
民
族
の
意
味
な
き
こ
と
が
自
覚
せ
ら
れ
る
に
至
り
、
「
独
逸
帝
国
の
園
民
経
済
学
者
」
と
し
て
の
誇
り
を
も
つ
、
か
の
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